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�愛媛県告示第１４３１号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

令和３年１２月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除予定保安林の所在場所

�愛媛県告示第１４３０号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局地域産業振興部商工観光課並びに松山市役所において告示の日から

４月間縦覧に供する。

令和３年１２月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

グリーンモール・松山 松山市天山一丁目１３
番５号

大規模小売店舗において小売
業を行う者の代表者の氏名

株式会社つるや
代表取締役
鶴田 学
ほか１２者

株式会社つるや
代表取締役
鶴田 直丈
ほか１２者

令和２年
４月２４日

令和３年
１２月９日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局地域産業振興部商

工観光課並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
告 示

○ 大規模小売店舗の変更の届出の概要等………………………………………………………………………………………………………………（経営支援課）…１３６５

○ 解除予定保安林にする旨の通知………………………………………………………………………………………………………………………（森林整備課）…１３６５

○ 愛媛県中予地方局管内の県営住宅の指定管理者の指定……………………………………………………………………………………………（建築住宅課）…１３６６

○ 愛媛県証紙売りさばき人の指定……………………………………………………………………………………………………………………………（会計課）…１３６６

○ 道路の供用開始（県道新居浜別子山線）……………………………………………………………………………………………………（東予地方局管理課）…１３６６

○ 道路の区域変更（県道弓削島循環線）……………………………………………………………………………………………（東予地方局今治土木事務所）…１３６６

○ 道路の供用開始（ 〃 ）……………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…１３６６

○ 道路の供用開始（一般国道３１７号）………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…１３６７

○ 道路の区域変更（県道才之原菊間線）………………………………………………………………………………………………………（中予地方局管理課）…１３６７

○ 道路の区域変更（県道伊予松山港線）………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…１３６７

○ 道路の供用開始（県道八倉松前線）…………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…１３６７

○ 道路の区域変更（県道宇和島城辺線）………………………………………………………………………………………………………（南予地方局管理課）…１３６８

○ 道路の供用開始（ 〃 ）………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…１３６８

○ 道路の供用開始（県道嵐田之浜岩松線）……………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…１３６８

毎週（火・金）曜日発行 第２６９号 令和３年１２月２１日

令和３年１２月２１日火曜日 第２６９号



愛 媛 県 報令和３年１２月２１日 第２６９号

１３６６

��������������

��������������

��������������

��������������

大洲市長浜町須沢丙９３４の５

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第１４３２号
愛媛県県営住宅管理条例（昭和３５年愛媛県条例第１５号）第２５条の

３第３項の規定により、公の施設の指定管理者を次のとおり指定し

た。

令和３年１２月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 公の施設の名称

愛媛県中予地方局管内の県営住宅

２ 指定管理者の住所及び名称

広島市中区大手町五丁目３番１２号

愛媛県営住宅管理グループ

代表者 株式会社第一ビルサービス

構成員 新日本建設株式会社

３ 指定をした年月日

令和３年１２月１４日

４ 指定の期間

令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで

�愛媛県告示第１４３３号
次のとおり愛媛県証紙売りさばき人が指定されたので、愛媛県証紙条例（昭和３９年愛媛県条例第８号）第５条第３項の規定により告示す

る。

令和３年１２月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１４３４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和３年１２月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１４３５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和３年１２月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１４３６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和３年１２月２１日

指定
番号

売 り さ ば き 人
売 り さ ば き 所 指 定 年 月 日

住 所 氏 名 又 は 名 称

松第
１０２
号

松山市勝山町二丁目３番地１ 行政書士法人 えひめサポート総合法
務事務所

松山市勝山町二丁目３番地１ 令和３年１２月６日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 新居浜別子山線
新居浜市喜光地町１丁目甲４９２４番１６から

同町１丁目甲４９２４番１４まで
令和３年１２月２１日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 弓削島循環線

越智郡上島町弓削藤谷６８７番３から

同町弓削藤谷６８７番３まで
旧 ７．７～２７．６ ０．０２０

越智郡上島町弓削藤谷６８７番３から

同町弓削藤谷６８７番４まで
新 ７．７～３４．６ ０．０２０
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愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１４３７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和３年１２月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１４３８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和３年１２月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１４３９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和３年１２月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１４４０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和３年１２月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 弓削島循環線
越智郡上島町弓削藤谷６８７番３から

同町弓削藤谷６８７番４まで
令和３年１２月２１日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３１７号
今治市高橋字大縄田甲５５０番２から

同市別名字中河原２３１番３まで
令和３年１２月２１日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 才之原菊間線
松山市猿川原甲１３１番から

同市小山田甲８６２番１まで

旧 ５．６～１３．１ ０．３２０

新 ９．３～３２．０ ０．３２０

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 伊予松山港線
松山市北吉田町１２２７番３１から

同町１２２７番１１まで

旧 ９．９～１０．９ ０．０９７

新 １１．８～３０．６ ０．０９７

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 八倉松前線
伊予郡松前町大字浜字今新開８０４番６地先から

同字８０１番４地先まで
令和３年１２月２１日
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�愛媛県告示第１４４１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和３年１２月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１４４２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和３年１２月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１４４３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和３年１２月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宇和島城辺線

宇和島市津島町岩渕丁２８２番１地先 旧 ４．４～５．５ ０．０１６

宇和島市津島町岩渕丁２８２番９ 新 ４．４～１８．０ ０．０１６

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宇和島城辺線 宇和島市津島町岩渕丁２８２番９ 令和３年１２月２１日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 嵐田之浜岩松線
宇和島市津島町近家甲１６０７－２４３から

同町近家甲１６０７－２４６まで
令和３年１２月２１日

令和３年１２月２１日 発行


